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｢

戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化｣

に
つ
い
て

(

そ
の
二
四)

｢

少
國
民
新
聞｣

(

東
日
版)

に
お
け
る
読
者
投
稿
作
品
の
位
相
と
展
開

(

一
二)

熊

木

哲

は
じ
め
に

前
稿

｢

戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化｣

に
つ
い
て

(

そ
の
二
三)

(｢

大
妻
国
文｣

第
四
六
号
、
平
成
二
十
七
年
三
月)

で
は
、｢

少
國
民
新

聞｣

に
掲
載
さ
れ
た
昭
和
十
七
年
第
一
四
半
期

(

一
月
〜
三
月)

の

｢

書
方｣

に
つ
い
て
検
討
し
た
。

以
下
、
本
稿
で
は
、
昭
和
十
七
年
第
二
四
半
期
か
ら
第
四
四
半
期
に
掲
載
さ
れ
た

｢

書
方｣

つ
い
て
検
討
す
る
。

引
用
に
際
し
て
は
、
原
則
と
し
て
、
固
有
名
詞
及
び

｢

書
方｣
作
品
を
除
い
て
、
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
、
改
行
も
適
宜
改
め
た
。

前
稿
同
様
、
作
者
に
つ
い
て
は
、
在
籍
校
名
・
在
学
年
・
性
別
を
記
す
に
と
ど
め
た
。
在
学
年
次
の
う
ち

｢

高
一｣

｢

高
二｣

は
高
等
科
一

年
、
二
年
を
示
す
。
以
下
、
字
句
の
出
典
等
に
つ
い
て
は
、
水
島
修
三
著

『
習
字
精
義』

(

教
育
科
学
社
、
昭
和
一
六
・
八)

に
よ
っ
た
。

｢

戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化｣

に
つ
い
て

(

そ
の
二
四)

一
六
三

大
妻
国
文

第
47
号

二
〇
一
六
年
三
月



一

昭
和
十
七
年
第
二
四
半
期
の

｢

書
方｣

第
二
四
半
期

(

四
月
〜
六
月)

に
掲
載
さ
れ
た

｢

書
方｣

は
一
二
三
作
品
。
こ
の
う
ち
、
作
品
の
字
句
に

｢

戦
時
下｣

色
の
見
え
る
の
は
、

一
六
作
品
で
あ
り
、
掲
載
率
は
約
一
三
・
〇
一
％
に
な
る
。

以
下
、
第
一
四
半
期
の
整
理
番
号
を
引
き
継
い
で
、
番
号
を
付
す
。

35

ク
ニ
ヲ
マ
モ
レ

(

東
京
市
下
谷
区
黒
門
校
一
年
女
子
、
四
月
七
日
・
火
、
第
一
七
二
三
号)

36

カ
チ
ド
キ

(

静
岡
県
佐
倉
校
一
年
女
子
、
四
月
十
二
日
・
日
、
第
一
七
二
八
号)

37

戰
爭
軍
旗
大
砲

(

東
京
市
王
子
区
第
三
岩
淵
校
五
年
女
子
、
四
月
十
九
日
・
日
、
第
一
七
三
四
号)

38

必
勝
之
信
念

(

千
葉
県
野
田
校
五
年
男
子
、
四
月
二
十
三
日
・
木
、
第
一
七
三
七
号)

39

祈
武
運
長
久
大
東
亜
建
設

(

埼
玉
県
奥
宮
校
高
二
女
子
、
四
月
二
十
四
日
・
金
、
第
一
七
三
八
号)

40

選
擧
で
表
せ
一
億
一
心

(

栃
木
県
田
沼
中
央
校
六
年
男
子
、
四
月
二
十
九
日
・
水
、
第
一
七
四
二
号)

41

戰
爭
軍
旗
大
砲

(

静
岡
県
熱
海
市
多
賀
校
四
年
女
子
、
五
月
三
日
・
日
、
第
一
七
四
六
号)

42

共
榮
樂
土
建
設

(

青
森
県
八
戸
市
柏
崎
校
五
年
男
子
、
五
月
十
日
・
日
、
第
一
七
五
二
号)

43

に
ち
ま
ん

(

青
森
県
八
戸
市
湊
校
二
年
男
子
、
五
月
十
二
日
・
火
、
第
一
七
五
三
号)

44

靖
國
神
社
参
拜

(

東
京
市
渋
谷
区
千
駄
木
校
四
年
男
子
、
同
前)

45

大
東
亜
新
建
設

(

青
森
県
八
戸
市
八
戸
校
六
年
女
子
、
五
月
十
五
日
・
金
、
第
一
七
五
六
号)

46

健
民
運
動

(

千
葉
県
船
橋
市
葛
飾
校
五
年
男
子
、
五
月
二
十
日
・
水
、
第
一
七
六
〇
号)

47

靖
國
神
社
参
拜

(

東
京
市
豊
島
区
西
巣
鴨
第
四
校
四
年
女
子
、
五
月
二
十
一
日
・
木
、
第
一
七
六
一
号)

一
六
四



48

大
東
亜
新
建
設

(

青
森
県
八
戸
市
八
戸
校
六
年
女
子
、
五
月
二
十
四
日
・
日
、
第
一
七
六
四
号)

49

靖
國
神
社
参
拜

(

東
京
市
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
校
四
年
男
子
、
同
前)

50

健
民
運
動

(

千
葉
県
船
橋
市
葛
飾
校
五
年
女
子
、
六
月
三
日
・
水
、
第
一
七
七
二
号)

35

｢

ク
ニ
ヲ
マ
モ
レ｣

は
、
第
一
四
半
期
の
一
月
と
二
月
に
四
作
品
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
字
句
は
、
第
一
学
年
一
月
の
第
八
字
句
に
配

置
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
一
、
二
月
で
の
掲
載
は
国
民
学
校
で
の
学
習
直
後
の
投
稿
と
考
え
ら
れ
る
が
、
35
の
掲
載
は
四
月
七
日
で
あ
り
、

投
稿
さ
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
年
生
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
習
熟
し
た
上
で
の
投
稿
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。

36

｢

カ
チ
ド
キ｣

は
、
一
年
生
の
作
品
で
あ
る
が
、
掲
載
日
か
ら
推
測
す
る
と
、
投
稿
は
三
月
と
考
え
ら
れ
、
35

｢

ク
ニ
ヲ
マ
モ
レ｣

と
同

様
に
、
学
習
成
果
の
結
果
で
あ
っ
た
か
。
な
お
、
第
一
四
半
期
の
三
月
十
八
日

(

水
・
第
一
七
〇
七
号)

に
二
年
生
の
平
仮
名
字
句

｢

か
ち
ど

き｣��
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
片
仮
名
字
句
は
、
一
年
生
の
学
習
で
あ
り
、
平
仮
名
は
二
年
生
か
ら
の
学
習
で
あ
っ
た
か
ら
、
一
年
生
の

片
仮
名
字
句
を
平
仮
名
作
品
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
。

37
・
41

｢

戰
爭
軍
旗
大
砲｣

は
、
第
一
四
半
期
の
三
月
に
三
年
生��
と
五
年
生��
の
作
品
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
第
二
四
半
期
で
は
、

37
が
五
年
生
、
41
が
四
年
生
の
作
品
。
三
年
生
一
月
の
第
二
字
句
と
し
て
配
置
さ
れ
た
時
局
的
字
句
で
あ
り
、｢

小
学
書
方
手
本

第
三
学
年

下｣

か
ら
引
き
継
い
だ
字
句
で
あ
っ
た
が
、
三
年
生
か
ら
五
年
生
に
採
ら
れ
、
秋
田
県
・
福
島
県
・
東
京
市
・
静
岡
県
の
児
童
に
よ
る
作
品
で
、

学
年
及
び
地
域
と
も
広
く
採
ら
れ
た
字
句
と
い
え
る
。

38

｢

必
勝
之
信
念｣

は
、｢

決
戦
生
活
訓｣

の

｢

一
、
強
く
あ
れ
、
必
勝
の
信
念
も
つ
て
職
域
を
守
れ
。｣

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

｢

決
戦
生
活
訓｣

は
、｢

週
報｣

第
二
七
一
号

(

昭
和
十
六
年
十
二
月
十
七
日
号)

表
紙
見
返
り
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
こ
の
号
の

｢

週
報｣

は
、

十
二
月
八
日
の
開
戦
後
、
第
二
号
で
あ
り
、
そ
の
巻
頭
に
は
、｢

東
條
内
閣
総
理
大
臣｣

に
よ
る

｢

大
東
亜
戦
争
と
国
民
の
覚
悟｣

が
掲
載
さ

れ
て
い
た
。｢

決
戦
生
活
訓｣

は
、｢

大
東
亜
戦
争｣

に
対
す
る

｢

国
民
の
覚
悟｣
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
第
一
が

｢

必
勝
の
信
念｣

で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、｢

決
戦
生
活
訓｣

は
、｢

週
報｣

第
二
八
六
号

(
昭
和
十
七
年
四
月
一
日
号)

の
表
紙
見
返
り
に
も
掲
載

｢

戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化｣

に
つ
い
て

(

そ
の
二
四)

一
六
五



さ
れ
た
が
、
同
号
は

｢

戦
争
生
活
読
本｣

と
銘
打
っ
た
特
集
号
で
あ
り
、｢

必
勝
の
信
念｣

は
、
こ
の
特
集
を
締
め
く
く
る
決
意
と
し
て
、
次

の
よ
う
に
、
示
さ
れ
て
い
た
。

戦
ひ
は
絶
対
に
勝
ち
抜
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
戦
ひ
の
最
後
の
鍵
は
、
最
後
ま
で
戦
ひ
抜
く
国
民
の
精
神
力
で
あ
り
、
必
勝
の
信
念
で

あ
り
ま
す
。
戦
ひ
は
信
念
に
対
す
る
信
念
の
戦
ひ
に
帰
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、｢

必
勝｣
と
い
う

｢

信
念｣

こ
そ
が
、｢

戦
ひ｣

の

｢

最
後
の
鍵｣

と
の
意
図
で
あ
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
字
句
が
教
室

で
採
り
あ
げ
ら
れ
、｢
信
念｣

を
持
続
さ
せ
る
企
図
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
年
、
昭
和
十
七
年
で
の

｢

必
勝
之
信
念｣

を
字
句
と
す
る
作
品
は
、
こ
の
一
点
の
み
で
あ
っ
た
。

39

｢

祈
武
運
長
久
大
東
亜
建
設｣
は
、
出
征
兵
士
の

｢

武
運
長
久｣

と
戦
争
の
目
的
と
さ
れ
て
い
た

｢

大
東
亜
建
設｣

を

｢

祈｣

る
と
い
う

も
の
。
第
一
四
半
期
に
13

｢

皇
軍
武
運
長
久｣

の
字
句
が
あ
っ
た
。

40

｢

選
擧
で
表
せ
一
億
一
心｣

は
、
第
一
四
半
期
の
34

｢

一
票
報
國
翼
賛
選
擧｣

と
同
様
に
、
大
政
翼
賛
会
が
募
集
し
た
翼
賛
選
挙
の
た
め

の
標
語
に
応
募
し
た
字
句
で
あ
っ
た
か
。

こ
こ
に
い
う

｢

選
擧｣

は
、
衆
議
院
議
員
総
選
挙
の
こ
と
。｢

週
報｣

は
、
第
二
八
二
号

(

昭
和
十
七
年
三
月
四
日
号)

巻
頭
に

｢

総
選
挙

に
臨
む
政
府
の
態
度｣

(

東
條
内
閣
総
理
大
臣
談

一
七
、
二
、
一
八)

を
掲
載
し
た
。

現
任
衆
議
院
議
員
の
任
期
は
、
四
月
二
十
九
日
を
以
て
満
了
せ
ん
と
し
、
そ
の
改
選
の
期
は
既
に
目
睫
の
間
に
迫
つ
た
。
そ
も�
衆

議
員
議
員
選
挙
は
昨
年
議
員
の
任
期
延
長
の
結
果
、
昭
和
十
二
年
議
会
解
散
後
の
総
選
挙
の
行
は
れ
て
よ
り
満
五
年
、
支
那
事
変
開
始
以

来
最
初
の
総
選
挙
で
あ
る
。
大
東
亜
戦
争
下
に
お
い
て
敢
へ
て
今
次
の
総
選
挙
を
行
は
ん
と
す
る
所
以
は
、
一
は
選
挙
が
戦
時
下
国
民
の

総
力
を
結
集
し
、
挙
国
い
よ�
決
意
を
固
く
し
て
戦
争
目
的
の
完
遂
に
邁
進
せ
し
む
る
絶
好
の
機
会
た
る
と
共
に
、
一
は
今
回
の
選
挙

を
以
て
、
支
那
事
変
以
来
、
殊
に
大
東
亜
戦
争
開
始
以
来
、
飛
躍
的
に
発
展
を
遂
げ
た
る
時
局
の
新
段
階
に
対
応
す
べ
き
、
清
新
な
る
議

会
の
成
立
を
期
待
せ
ん
と
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。(

後
略)

一
六
六



こ
の

｢

談
話｣

は
、｢

今
や
国
家
躍
進
の
秋
に
際
会
し
、
こ
ゝ
に
政
府
は
純
正
な
る
国
民
政
治
意
識
の
昂
揚
を
図
り
、
国
内
政
治
の
刷
新
と

翼
賛
議
会
の
確
立
と
に
よ
つ
て
、
大
東
亜
建
設
の
大
業
翼
賛
に
邁
進
せ
ん
こ
と
を
期
す
る
も
の
で
あ
る
。｣

と
結
ば
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

選
挙
は
、
大
東
亜
戦
争
完
遂
の
た
め
に
、｢

国
内
政
治
の
刷
新
と
翼
賛
議
会
の
確
立｣

を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
企
図
を
実
現
す
る
た
め
に
、｢

週
報｣

は
、｢

総
理
大
臣
談
話｣

に
続
い
て
内
務
省

｢

大
東
亜
戦
争
完
遂
翼
賛
選
挙
貫
徹
運
動
に
つ
い
て｣

を
掲
載
し
、
選
挙
の
施
行
に
あ
た
っ
て
は
、｢

選
挙
の
真
意
義
に
徹
す
る
一
大
国
民
運
動
の
展
開
が
必
要
で
あ
る｣

と
し
て
、｢

運
動
方
針
に
関

す
る
閣
議
決
定
を
み
た｣
こ
と
を
記
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
度
の
選
挙
は
、
政
府
の

｢

閣
議
決
定｣

と
い
う
強
い
意
志
の
下
に
実
施
さ
れ
、
選
挙
権
を
持
た
な
い
児
童
に
対
し
て
も
、

｢

書
方｣

の
字
句
と
し
て
採
用
さ
れ
る
よ
う
な
環
境
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

42

｢

共
榮
樂
土
建
設｣

の
出
典
は
不
明
。｢

英
米
ノ
暴
政
ヲ
排
除
シ
テ
東
亜
ヲ
明
朗
本
然
ノ
姿
ニ
復
シ
、
相
携
ヘ
テ
共
栄
ノ
樂
ヲ
頒
タ
ン
ト

冀
念
ス
ル
ニ
外
ナ
ラ
ズ｣

は
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
の

｢

帝
國
政
府
声
明｣

の
一
節
。
こ
こ
に
あ
る

｢

共
栄
ノ
樂
ヲ
頒
タ
ン｣

に
通
う
字

句
か
。

ま
た
、｢

大
東
亜
の
建
設
方
針｣
(｢

週
報｣

第
二
七
七
号
・
一
月
二
十
八
日
号)

で
は
、
大
東
亜
共
栄
圏
は

｢

帝
国
を
核
心
と
す
る
道
義
に

基
づ
く
共
存
共
栄
の
秩
序
を
確
立
す
る
こ
と
に
あ
る｣

と

｢
大
東
亜
戦
争
の
指
導
方
針｣

を
明
示
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が

｢

共
榮
樂
土
建
設｣

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

43

｢

に
ち
ま
ん｣

は
、
日
本
と
満
洲
の

｢

に
ち
ま
ん｣

。｢

少
國
民
新
聞｣

は
、
二
月
二
十
七
日

(

金
・
第
一
六
九
一
号)

第
二
面
に

｢

満
洲

国
が
誕
生
し
て
早
く
も
十
周
年

明
後
日
さ
か
ん
な
お
祝｣

の
記
事
を
掲
載
し
、｢

来
る
三
月
一
日
は
、
満
洲
国
の
建
国
記
念
日｣

で
、｢

首
府

新
京
で
は
盛
大
な
式
典
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
が
、
わ
が
日
本
で
も
、
大
の
仲
よ
し
で
あ
る
満
洲
国
の
前
途
を
お
祝
い
し
て
、
一
日
午
前
十
時
か
ら
、

日
比
谷
公
園
広
場
で
、
盛
な
建
国
節
の
式
が
あ
げ
ら
れ
ま
す｣

と
報
じ
た
。
慶
祝
会
総
裁
は
東
條
首
相
。
参
加
者
は
三
万
五
千
人
が
予
定
さ
れ
、

式
典
は
、｢

日
本
全
国
は
も
ち
ろ
ん
満
洲
国
、
中
華
民
国
に
中
継
放
送｣

さ
れ
、｢

各
道
府
県
で
も
そ
れ
ぞ
れ
式
を
あ
げ
、
全
国
戸
毎
に
国
旗
を

｢

戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化｣

に
つ
い
て

(

そ
の
二
四)

一
六
七



か
ゝ
げ
る｣

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

44
・
47
・
49

｢

靖
國
神
社
参
拜｣

は
、
靖
國
神
社
春
の
臨
時
大
祭
に
関
し
て
の
字
句
。｢

少
國
民
新
聞｣

は
、
三
月
十
八
日
第
一
面

(

水
・

第
一
七
〇
七
号)

に

｢

新
に
一
万
五
千
余
柱｣

の
見
出
し
で
、
四
月
二
十
三
日
を
招
魂
日
と
し
て
二
十
八
日
ま
で
の
臨
時
大
祭
を
報
じ
た
。
三

月
二
十
七
日

(
金
・
第
一
七
一
五
号)

第
二
面
で
は
、｢

対
面
の
日
待
つ
遺
児
部
隊｣

の
記
事
を
掲
載
し
、
こ
の
臨
時
大
祭
で
は
、
父
親
が
戦

死
し
靖
國
神
社
に
祀
ら
れ
た

｢

忠
霊
の
子
五
千
五
十
九
名｣

が
靖
國
神
社
に
参
拝
し

｢

社
頭
対
面｣

す
る
こ
と
を
報
じ
た
。

な
お
、
44
と
49
は
、
同
じ
児
童
の
作
品
。
掲
載
さ
れ
た
両
作
品
と
も
、
同
様
に
添
削
さ
れ
て
お
り
、
同
一
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。

45
・
48

｢

大
東
亜
新
建
設｣
は
、
五
月
十
五
日
と
五
月
二
十
四
日
に
掲
載
さ
れ
た
同
じ
児
童
の
作
品
。
同
じ
字
句
、
同
じ
児
童
の
作
品
が
掲
載

さ
れ
た
事
情
は
不
明
。
こ
の
字
句
は
、
第
一
四
半
期
４

｢

大
東
亜
新
建
設｣

(

東
京
市
滝
野
川
区
滝
野
川
西
校
高
二
女
子
、
一
月
九
日
・
金
、

第
一
六
四
九
号)

と
同
じ
も
の
。
昭
和
十
四
年
四
月
十
一
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

｢

国
民
精
神
総
動
員｣

の

｢

綱
領｣

の

｢

基
本
方
針｣

の
一

つ
、｢

肇
国
の
大
理
想
を
顕
揚
し
東
亜
新
秩
序
の
建
設
を
期
す｣

に
由
来
す
る
。

46
・
50

｢

健
民
運
動｣

は
、
千
葉
県
船
橋
市
葛
飾
校
五
年
の
男
子
と
女
子
の
作
品
。
学
級
で
の
取
り
組
み
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。

｢

週
報｣

第
二
八
九
号

(

昭
和
十
七
年
四
月
二
十
二
日)

は
、
厚
生
省

｢

健
民
運
動
の
発
足｣

を
掲
載
し
た
。

五
月
一
日
か
ら
、
全
国
的
に
健
民
運
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
大
東
亜
戦
争
完
遂
の
た
め
に
、
皇
国
民
族
永

遠
の
若
さ
と
健
や
か
さ
を
保
つ
て
行
か
う
と
い
ふ
運
動
で
す
。
今
後
は
、
従
来
の
健
康
増
進
運
動
と
か
、
結
核
予
防
運
動
、
母
性
乳
幼
児

保
護
運
動
な
ど
す
べ
て
が
、
こ
の
新
し
い
考
へ
の
下
に
展
開
さ
れ
る
の
で
す
。

｢

大
東
亜
戦
を
戦
ひ
抜
き
、
大
東
亜
共
栄
圏
を
建
設
し
て
行
く
の
に
、
活
力
に
溢
れ
た
優
良
健
全
な
日
本
人
が
沢
山
に
必
要｣

で
あ
り
、｢

質

的
に
優
秀
健
全
で
あ
る
と
共
に
、
量
的
に
も
豊
富
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん｣
と
い
う
こ
と
か
ら
、
五
月
一
日
か
ら
八
日
ま
で
を
強
調
期
間
と

す
る
が
、
一
年
を
通
じ
て
実
行
に
移
す
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
。

一
六
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第
二
四
半
期

｢

書
方｣

は
、
一
二
三
作
品
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
内
、
字
句
に

｢

戦
時
下｣

色
の
見
え
る
の
は
、
一
六
作
品
。
掲
載
作
品
に
占

め
る
掲
載
率
は
約
一
三
・
〇
％
。｢

戦
時
下｣

色
の
字
句
で
は
な
い
一
〇
七
作
品
に
は
ど
の
よ
う
な
字
句
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

｢
野
原
若
草
子
馬｣

・｢

法
隆
寺
五
重
塔｣

・｢

吉
野
山
千
本
櫻｣

(

五
点)

｢

天
つ
ち
の
榮
ゆ
る
時｣

・｢

草
餅
桃
咲
く
里｣

・｢

潮
干
狩
花
見
舟｣

・｢

苗
代
田
蛙
鳴
く｣

・｢

古
き
都
行
く
春｣

(

四
点)

四
点
以
上
掲
載
さ
れ
た
作
品
の
字
句
は
、
以
上
の
八
字
句
で
あ
っ
た
。

第
一
四
半
期
で
は
、
四
点
以
上
掲
載
さ
れ
た
作
品
の
字
句
は
、
一
五
字
句
で
あ
り
、｢

姫
路
城
天
守
閣｣

と

｢

千
鳥
破
風
亂
舞｣

は
そ
れ
ぞ

れ
一
七
点
ず
つ
、｢

日
本
刀
大
和
魂｣

が
一
一
作
品
、
三
字
句
が
七
作
品
、
二
字
句
が
六
作
品
、
四
字
句
が
五
作
品
ず
つ
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

第
一
四
半
期
に
時
局
柄
色
を
纏
わ
な
い
作
品
は
二
三
二
作
品
あ
り
、
第
二
四
半
期
と
の
一
二
五
作
品
の
差
が
こ
こ
に
現
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
か
。

｢

野
原
若
草
子
馬｣

(

五
点)

は
、
四
月
十
四
日
か
ら
六
月
九
日
の
間
に
掲
載
さ
れ
、
全
て
東
京
市
の
四
年
生
の
作
品
。
掲
載
日
か
ら
推
測
す

れ
ば
、
三
年
生
で
の
字
句
か
。『

習
字
精
義』
に
よ
れ
ば
、
第
三
学
年
三
月
に

｢

朝
風
若
草
小
鳥｣

の
字
句
が
あ
り
、
尋
常
小
学
校
の

｢

小
学

書
方
手
本｣

で
も
第
三
学
年
下
に
収
録
さ
れ
、
国
民
学
校
芸
能
科
習
字
に
引
き
継
が
れ
た
季
節
に
因
め
る
教
材
で
あ
る
。｢

野
原
若
草
子
馬｣

は
、｢

朝
風
若
草
小
鳥｣

の
展
開
と
し
て
の
字
句
で
あ
っ
た
か
。

｢

法
隆
寺
五
重
塔｣
(

五
点)

は
、『

習
字
精
義』

に
よ
れ
ば
、
第
六
学
年
五
月
に
配
当
さ
れ
た

〈

読
本
の

｢

第
五
、
法
隆
寺｣

に
因
め
る
古

代
芸
術
と
信
仰
と
に
連
関
し
た
行
書
六
字
の
教
材〉

。〈

読
本
の

｢
第
五
、
法
隆
寺｣〉

は
、｢

小
学
国
語
読
本
巻
十
一｣

に
収
録
。
最
初
の
掲
載

は
、
四
月
二
十
五
日
で
あ
り
、
前
倒
し
で
の
学
習
で
あ
っ
た
か
。
な
お
、
前
年
十
六
年
第
二
四
半
期
で
は
一
五
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

｢

吉
野
山
千
本
櫻｣

(

五
点)

は
、『

習
字
精
義』

に
よ
れ
ば
、
第
六
学
年
四
月
に
配
当
さ
れ
た

〈

読
本
の

｢

吉
野
山｣

に
連
関
す
る
桜
の
国

日
本
の
四
月
を
表
せ
る
文
句
で
、
行
書
六
字
の
季
節
教
材〉

。〈

読
本
の

｢

吉
野
山｣〉
は

｢

小
学
国
語
読
本
巻
十
一｣

の
第
一

｢

吉
野
山｣

の

こ
と
。
最
初
の
掲
載
は
、
四
月
九
日
で
あ
り
、
三
年
生
の
三
月
か
ら
の
学
習
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
前
年
十
六
年
の
第
二
四
半
期
に
も
六

｢

戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化｣

に
つ
い
て

(

そ
の
二
四)
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年
生
の
七
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
季
節
の
教
材
と
い
う
こ
と
だ
。

｢
天
つ
ち
の
榮
ゆ
る
時｣

(

四
点)

は
、『

習
字
精
義』

に
よ
れ
ば
、
五
年
生
の
三
月
に
配
当
さ
れ
た
字
句
。〈

読
本
第
二
十
七
課
の

｢

御
民
わ

れ｣

に
連
関
す
る
教
材
で
、
日
本
精
神
の
涵
養
に
資
し
た
い
。｢

御
民
わ
れ
生
け
る
し
る
し
あ
り
天
地
の
栄
ゆ
る
時
に
あ
へ
ら
く
思
へ
ば｣

の

第
三
、
四
句
で
あ
る〉

。〈

読
本
第
二
十
七
課
の

｢

御
民
わ
れ｣〉

は

｢

小
学
国
語
読
本
巻
十｣

に
収
録
さ
れ
て
い
た
。『

習
字
精
義』

で
は
、

｢

日
本
精
神
の
涵
養
に
資
し
た
い｣

と
、
そ
の
教
育
目
的
が
記
さ
れ
、｢

習
字｣

は
、
字
体
の
習
得
に
と
ど
ま
ら
ず
、
時
代
精
神
を
も
授
業
内
容

と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
掲
載
さ
れ
た
四
作
品
の
内
、
四
月
一
日
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
に
は
六
年
と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
掲
載
時
を
予
定
し

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
。

｢

草
餅
桃
咲
く
里｣

(

四
点)
は
、『

習
字
精
義』

に
よ
れ
ば
、
四
年
生
の
三
月
に
配
当
さ
れ
た
字
句
で
、
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
の
季
節

感
を
表
し
た
教
材
。
四
月
一
日
か
ら
四
月
二
十
四
日
ま
で
の
四
日
、
四
人
の
児
童
に
よ
る
作
品
で
あ
る
が
、
四
月
一
日
、
三
日
、
八
日
は
五
年

生
、
二
十
四
日
の
み
が
四
年
生
で
あ
っ
た
が
、
何
れ
も
四
年
生
で
の
課
題
を
習
熟
し
て
の
投
稿
と
い
え
よ
う
。

｢

潮
干
狩
花
見
舟｣

(

四
点)

は
、『

習
字
精
義』
に
よ
れ
ば
、
五
年
生
の
四
月
に
配
当
さ
れ
た
字
句
で
、
行
楽
の
春
に
取
材
し
た
季
節
教
材
。

四
作
品
は
何
れ
も
五
年
生
の
作
品
で
、
四
月
八
日
、
十
二
日
、
二
十
三
日
、
五
月
十
五
日
の
四
日
間
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
四
月
八
日
掲
載
は
三

月
中
に
五
年
生
の
字
句
を
習
熟
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

｢

苗
代
田
蛙
鳴
く｣
(

四
点)

は
、『

習
字
精
義』

に
よ
れ
ば
、
五
年
生
の
六
月
に
配
当
さ
れ
た
字
句
で
、｢

初
夏
の
田
園
風
景
に
取
材
し
た
野

趣
に
充
ち
た
文
句｣

。
四
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
が
、
最
も
早
い
の
は
五
月
二
十
一
日
。
掲
載
ま
で
の
時
間
的
背
景
を
考
慮
す
る
と
、
五
月
初
旬

の
学
習
と
推
測
さ
れ
る
。
月
別
配
当
に
は
教
師
の
裁
量
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
。
な
お
、｢

青
田
に
鳴
く
蛙｣

の
二
作
品
が
、
五

月
に
東
京
市
本
所
区
外
手
校
四
年
二
人
の
作
品
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
指
導
教
師
に
よ
る

｢

苗
代
田
蛙
鳴
く｣

か
ら
の
着
想
か
。

｢

古
き
都
行
く
春｣

(

四
点)

は
、『

習
字
精
義』

に
よ
れ
ば
、
六
年
生
の
四
月
に
配
当
さ
れ
た
字
句
で
、〈

読
本
の
第
三

｢

京
都｣

に
取
材
し

た
千
年
の
古
都
の
晩
春
の
情
趣
を
表
し
た
教
材〉

。〈

読
本
の
第
三

｢

京
都｣〉

は

｢

小
学
国
語
読
本
巻
十
一｣

に
収
録
さ
れ
て
い
た
。

一
七
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以
上
の
、
時
局
柄
の
字
句
を
含
ま
な
い
八
字
句
の
う
ち
、｢

野
原
若
草
子
馬｣

を
除
い
た
七
字
句
は
、
尋
常
小
学
校
の

｢

小
学
書
方
手
本｣

で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
学
年
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
国
民
学
校
芸
能
科
習
字
に
引
き
継
が
れ
た
季
節
に
因
め
る
教
材
で
あ
っ
た
。

二

昭
和
十
七
年
第
三
四
半
期
の

｢

書
方｣

第
三
四
半
期

(

七
月
〜
九
月)

に
掲
載
さ
れ
た

｢

書
方｣

は
八
六
作
品
。
こ
の
う
ち
、
作
品
の
字
句
に

｢

戦
時
下｣

色
の
見
え
る
の
は
、
一

三
作
品
で
あ
り
、
掲
載
率
は
約
一
五
・
一
二
％
に
な
る
。

以
下
、
第
二
四
半
期
の
整
理
番
号
引
き
継
い
で
、
番
号
を
付
す
。

51

大
東
亞
共
榮
圏

(

東
京
市
中
野
区
新
井
校
六
年
男
子
、
七
月
七
日
・
火
、
第
一
八
〇
一
号)

52

軍
用
犬
少
年
兵

(

静
岡
県
沼
津
市
大
岡
校
三
年
女
子
、
七
月
二
十
九
日
・
水
、
第
一
八
二
〇
号)

53

靖
國
神
社
參
拜

(

神
奈
川
県
川
崎
市
小
田
校
四
年
男
子
、
八
月
五
日
・
水
、
第
一
八
二
六
号)

54

ク
ニ
ヲ
マ
モ
ル

(

静
岡
県
大
宮
校
二
年
女
子
、
八
月
十
四
日
・
金
、
第
一
八
三
四
号)

55

空
の
軍
神
加
藤
少
将

(

東
京
市
芝
区
御
田
校
六
年
男
子
、
同
前)

56

兵
營
生
活
教
練

(

東
京
市
大
森
区
入
新
井
第
四
校
四
年
女
子
、
八
月
十
六
日
・
日
、
第
一
八
三
六
号)

57

皇
恩
自
抱
丹
心

(

埼
玉
県
上
吉
田
校
高
一
男
子
、
八
月
三
十
日
・
日
、
第
一
八
四
八
号)

58

ヒ
ノ
マ
ル

(

山
形
県
田
川
校
一
年
女
子
、
同
前)

59

軍
用
犬
少
年
兵

(

宮
城
県
塩
谷
校
三
年
女
子
、
九
月
二
日
・
水
、
第
一
八
五
〇
号)

60

命
令
占
領
守
備

(

静
岡
県
金
谷
校
四
年
男
子
、
同
前)

61

共
榮
樂
土

(

岩
手
県
盛
岡
市
桜
城
校
五
年
女
子
、
九
月
十
六
日
・
水
、
第
一
八
六
二
号)

｢

戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化｣

に
つ
い
て

(

そ
の
二
四)

一
七
一



62

大
空
あ
ら
わ
し

(

神
奈
川
県
平
塚
市
第
二
校
二
年
男
子
、
九
月
二
十
七
日
・
日
、
第
一
八
七
一
号)

63

軍
用
犬
少
年
兵

(

東
京
市
世
田
谷
区
塚
戸
校
三
年
男
子
、
同
前)

51

｢
大
東
亞
共
榮
圏｣

は
、
第
一
四
半
期
の
一
月
二
十
五
日
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
前
稿
で
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
字
句
が
、｢

週
報｣

の

表
紙
見
返
り
に
現
わ
れ
た
の
は
昭
和
十
五
年
八
月
十
四
日
号

(

第
二
〇
〇
号)

で
、｢

大
東
亞
共
榮
圏
の
確
立
へ
！｣

の
標
語
で
あ
っ
た
。
大
東

亞
共
榮
圏｣

に
つ
い
て
、
こ
の
号
で
の
具
体
的
な
言
及
は
な
く
、
次
に
現
わ
れ
た
の
は
同
年
の
十
一
月
十
三
日
号

(

第
二
一
四
号)

の
表
紙
見

返
り
に

｢

大
東
亞
共
榮
圏
の
確
立｣

の
標
語
に
添
え
て

｢

先
づ
日
満
支
三
国
の
経
済
提
携｣

の
文
言
が
添
え
ら
れ
、
そ
の
内
容
が
明
示
さ
れ
た
。

52
・
59
・
63

｢

軍
用
犬
少
年
兵｣

は
、
静
岡
県
沼
津
市
、
宮
城
県
、
東
京
市
世
田
谷
区
の
児
童
に
よ
る
作
品
。｢

軍
用
犬｣

と

｢

少
年
兵｣

を
組
み
合
わ
せ
た
意
図
は
不
明
で
あ
る
が
、｢

少
年
兵｣

に
つ
い
て

｢

少
國
民
新
聞｣

は
、
昭
和
十
七
年
四
月
一
日

(

水
・
第
一
七
一
九
号)

第
二
面
に
、｢

新
に
少
年
砲
兵

陸
軍
で
少
国
民
か
ら
募
集｣

の
記
事
を
掲
載
し
た
。

少
年
飛
行
兵
、
少
年
戦
車
兵
、
少
年
通
信
兵
に
つ
い
で
、
今
後
新
に

｢

少
年
砲
兵｣

が
出
来
ま
す
。
大
陸
に
、
南
方
に
、
皇
軍
砲
兵
は

す
ば
ら
し
い
威
力
を
発
揮
し
て
を
り
ま
す
。
陸
軍
で
は
、
更
に
一
発
必
中
の
す
ぐ
れ
た
砲
兵
を
ま
す
た
め
に
、
少
年
の
間
か
ら
つ
く
り
上

げ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
す
。

｢

入
校
の
年
の
三
月
一
日
に
十
五
歳
以
上
十
八
歳
ま
で｣
が
募
集
対
象
と
さ
れ
、
志
願
兵
と
し
て
応
募
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
こ
の
字
句
の
作
品
は
、
静
岡
県
沼
津
か
ら
宮
城
県
ま
で
で
あ
る
が
、
日
本
全
国
の
国
民
学
校
で
広
報
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、

こ
の
字
句
の
背
景
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

53

｢

靖
國
神
社
參
拜｣

は
、
十
七
年
一
年
間
で
四
作
品
が
掲
載
さ
れ
、
第
二
四
半
期
の
五
月
に
三
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
第
二
四
半
期
の
検
討
に
お
い
て
、
四
月
二
十
三
日
を
招
魂
日
と
し
て
二
十
八
日
ま
で
の
靖
國
神
社
春
の
臨
時
大
祭
に
因
ん
だ
字
句

と
考
え
て
お
い
た
が
、
53
は
八
月
五
日
の
掲
載
で
あ
り
、
靖
國
神
社
春
の
臨
時
大
祭
と
の
係
わ
り
を
推
測
さ
せ
る
も
の
は
な
い
。

54

｢

ク
ニ
ヲ
マ
モ
ル｣

は
、
第
一
四
半
期
の
一
月
と
二
月
に
四
作
品
、
第
二
四
半
期
の
四
月
に
一
作
品
が
掲
載
さ
れ
た

｢

ク
ニ
ヲ
マ
モ
レ｣

一
七
二



と
同
系
の
字
句
で
あ
り
、『

習
字
精
義』

に
よ
れ
ば
、｢

ク
ニ
ヲ
マ
モ
レ｣

は
、
第
一
学
年
一
月
の
第
八
字
句
に
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

二
年
生
の
八
月
に
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
投
稿
さ
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
習
熟
し
た
上
で
の
投
稿
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。

55

｢
空
の
軍
神
加
藤
少
将｣

は
、｢

少
國
民
新
聞｣

七
月
二
十
三
日

(

木
・
第
一
八
一
五
号)

第
一
面
で
、
報
じ
ら
れ
た

｢

一
億
の
誇
り
空

の
軍
神｣

の
こ
と
。

陸
鷲
の
新
鋭

｢

隼｣

戦
闘
機
を
率
ゐ
て
、
大
東
亜
戦
争
に
奮
戦
さ
れ
、
去
る
五
月
二
十
二
日
、
ビ
ル
マ
戦
線
ア
キ
ヤ
ブ
で
壮
烈
な
戦
死

を
さ
れ
た
加
藤
建
夫
中
佐
の
感
状
が
上
聞
に
達
し
、
特
に
二
階
級
を
進
め
て
、
陸
軍
少
将
に
任
ぜ
ら
れ
た
旨
、
故
中
佐
戦
死
と
同
じ
日
の
、

二
十
二
日
午
後
四
時
陸
軍
省
か
ら
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

｢

少
國
民
新
聞｣

は
、
七
月
二
十
六
日

(

日
・
第
一
八
一
八
号)

か
ら
、〈

少
年
時
代
の

｢

空
の
軍
神｣〉

を
二
十
九
日
ま
で
三
回
連
載
し
、

そ
の
賞
揚
に
つ
と
め
て
お
り
、
55
は
、
こ
う
し
た

｢

軍
神｣

へ
の
関
心
か
ら
の
字
句
。

56

｢

兵
營
生
活
教
練｣

は
、｢

小
学
国
語
読
本｣

巻
七
の

｢

第
十
二
兵
営
だ
よ
り｣

に
由
来
す
る
時
局
的
字
句
。
入
営
中
の
兵
士
が
甥
か
ら

の
慰
問
文
に
返
信
し
た
も
の
で
、
兵
営
生
活
の
様
子
を
知
ら
せ
る
と
い
う
も
の
。

57

｢

皇
恩
自
抱
丹
心｣

は
、
出
典
を
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、
天
子
・
天
皇
の
恩
に
は
赤
心
で
と
の
意
か
ら
、｢

戦
時
下｣

色
の
あ
る
字
句
と

し
た
。
な
お
、
宋��
の
七
言
律
詩

｢

守
春
詩
古
帝
恩
深｣
の
一
節
に

｢

皇
恩
自
抱
丹
心
保｣

が
あ
る
。

58

｢

ヒ
ノ
マ
ル｣

は
、『

習
字
精
義』

に
よ
れ
ば
、
国
民
学
校
初
等
科
芸
能
科
習
字
の
第
一
学
年
十
月
の
第
三
字
句
の
教
材
。
掲
載
は
八
月

三
十
日
で
あ
っ
た
か
ら
、
前
倒
し
の
学
習
で
あ
っ
た
か
。
固
有
名
詞
で
あ
る
が
、
時
局
柄
か
ら
戦
時
下
色
の
字
句
と
し
た
。

60

｢

命
令
占
領
守
備｣

は
、
出
典
を
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、
時
局
柄
か
ら
戦
時
下
色
の
字
句
と
し
た
。

61

｢

共
榮
樂
土｣

の
出
典
は
不
明
。
第
二
四
半
期
に
42

｢

共
榮
樂
土
建
設｣
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
字
句
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

字
句
も
出
典
は
不
明
で
あ
り
、
字
句
の
由
来
と
し
て
、｢

英
米
ノ
暴
政
ヲ
排
除
シ
テ
東
亜
ヲ
明
朗
本
然
ノ
姿
ニ
復
シ
、
相
携
ヘ
テ
共
栄
ノ
樂
ヲ

頒
タ
ン
ト
冀
念
ス
ル
ニ
外
ナ
ラ
ズ｣

の
一
節
が
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
の

｢

帝
國
政
府
声
明｣

に
あ
り
、｢

共
栄
ノ
樂
ヲ
頒
タ
ン｣

に
通

｢

戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化｣

に
つ
い
て

(

そ
の
二
四)

一
七
三



う
字
句
と
推
測
し
て
お
い
た
。

62
｢

大
空
あ
ら
わ
し｣

は
第
一
四
半
期
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、『

習
字
精
義』

に
よ
れ
ば
、
第
二
学
年
九
月
と
十
月
に
配
当
さ
れ
た
三

字
句
の
一
つ
。｢

あ
ら
わ
し｣

は
戦
闘
機
の

｢

荒
鷲｣

で
あ
り
、
大
空
を
翔
け
る
戦
闘
機
の
字
句
。
小
学
書
方
尋
常
科
第
二
学
年
の
字
句
に
は

な
く
、
国
民
学
校
初
等
科
芸
能
科
習
字
の
第
二
学
年
に
収
録
さ
れ
た
。

第
三
四
半
期

｢

書
方｣
は
八
六
作
品
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
内
、
字
句
に

｢

戦
時
下｣

色
の
見
え
る
の
は
、
一
三
作
品
。
掲
載
作
品
に
占
め
る

掲
載
率
は
約
一
五
・
一
二
％
。｢
戦
時
下｣

色
の
字
句
で
は
な
い
作
品
七
三
作
品
に
は
ど
の
よ
う
な
字
句
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
、
第
二
四
半
期
同
様
、
四
点
以
上
掲
載
さ
れ
た
字
句
は
、
次
の
三
作
品
。

｢

法
隆
寺
五
重
塔｣

(

八
点)

｢
少
年
よ
大
志
を
抱
け｣

(

六
点)

｢

日
本
刀
大
和
魂｣

(

四
点)

｢

法
隆
寺
五
重
塔｣

(

八
点)

は
、
第
二
四
半
期
に
も
五
作
品
掲
載
さ
れ
て
お
り
、『

習
字
精
義』

に
よ
れ
ば
、
第
六
学
年
五
月
に
配
当
さ
れ

た

〈

読
本
の

｢

第
五
、
法
隆
寺｣

に
因
め
る
古
代
芸
術
と
信
仰
と
に
連
関
し
た
行
書
六
字
の
教
材〉

。
第
二
四
半
期
で
は
、〈

読
本
の

｢

第
五
、

法
隆
寺｣〉

は
、｢

小
学
国
語
読
本
巻
十
一｣

に
収
録
。
最
初
の
掲
載
は
、
四
月
二
十
五
日
に
掲
載
さ
れ
、
前
倒
し
で
の
学
習
と
推
測
さ
れ
た
が
、

第
三
四
半
期
で
の
掲
載
は
、
七
月
一
日
か
ら
九
月
十
六
日
ま
で
で
あ
り
、
習
熟
し
て
か
ら
の
投
稿
と
い
え
よ
う
。

｢

少
年
よ
大
志
を
抱
け｣
(

六
点)

は
、『

習
字
精
義』

に
よ
れ
ば
、
六
年
生
の
七
月
の
第
二
字
句
に
配
当
、〈

読
本
の

｢

北
海
道｣

中
に
あ
る

ク
ラ
ー
ク
博
士
の
感
銘
深
き
語
を
教
材
と
し
た
も
の〉

。〈

読
本

｢
北
海
道｣〉

は

｢

小
学
国
語
読
本
巻
十
一｣

の

｢

第
十
四
北
海
道｣

の
こ
と
。

｢

日
本
刀
大
和
魂｣

(

四
点)

は
、『

習
字
精
義』

に
よ
れ
ば
、
六
年
生
の
十
月
の
第
二
字
句
に
配
当
さ
れ
、〈

読
本
の

｢

日
本
刀｣

の
課
に
連

関
せ
る
日
本
精
神
を
象
徴
す
る
文
句
で
あ
る〉

。〈

読
本
の

｢

日
本
刀｣〉

は

｢
小
学
国
語
読
本
巻
十
一｣

の

｢

第
二
十
八
日
本
刀｣

の
こ
と
。

四
点
以
上
掲
載
さ
れ
た
作
品
の
字
句
は
、
以
上
の
三
字
句
で
あ
っ
た
。

四
点
以
上
掲
載
さ
れ
た
字
句
は
、
第
一
四
半
期
は
一
五
字
句
で
あ
り
、
第
二
四
半
期
は
八
字
句
で
あ
っ
た
か
ら
、
大
幅
な
減
少
と
な
っ
た
。

一
七
四



時
局
柄
色
を
纏
わ
な
い
作
品
は
、
第
一
四
半
期
二
三
二
作
品
、
第
二
四
半
期
一
〇
七
作
品
、
第
三
四
半
期
が
七
三
作
品
で
あ
り
、
掲
載
数
の
差

が
こ
こ
に
現
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
。

三

昭
和
十
七
年
第
四
四
半
期
の

｢

書
方｣

第
四
四
半
期

(

十
月
〜
十
二
月)

に
掲
載
さ
れ
た

｢

書
方｣

は
、
一
一
一
作
品
。
こ
の
う
ち
、
作
品
の
字
句
に

｢

戦
時
下｣

色
の
見
え
る
の

は
二
四
で
あ
り
、
掲
載
率
は
約
二
一
・
六
二
％
に
な
る
。

以
下
、
第
三
四
半
期
の
整
理
番
号
引
き
継
い
で
、
番
号
を
付
す
。

64

軍
用
犬
少
年
兵

(

新
潟
県
室
野
校
三
年
女
子
、
十
月
二
日
・
金
、
第
一
八
七
五
号)

65

軍
用
犬
少
年
兵

(

千
葉
県
茂
原
校
三
年
男
子
、
十
一
月
六
日
・
金
、
第
一
九
〇
五
号)

66

護
れ
興
亜
の
兵
の
家

(

山
梨
県
甲
府
市
女
子
校
高
二
女
子
、
十
一
月
十
八
日
・
水
、
第
一
九
一
五
号)

67

つ
よ
い
日
本
人

(

静
岡
県
大
岡
校
三
年
女
子
、
十
一
月
二
十
日
・
金
、
第
一
九
一
七
号)

68

立
派
な
日
本
人

(

静
岡
県
大
岡
校
三
年
女
子
、
十
一
月
二
十
五
日
・
水
、
第
一
九
二
一
号)

69

軍
用
犬
少
年
兵

(

山
梨
県
鰍
沢
校
三
年
男
子
、
同
前)

70

満
洲
開
拓
義
勇
進
軍

(

秋
田
県
富
根
校
六
年
男
子
、
十
一
月
二
十
七
日
・
金
、
第
一
九
二
三
号)

71

よ
せ
書
千
人
針

(

山
梨
県
原
田
校
三
年
女
子
、
十
二
月
二
日
・
水
、
第
一
九
二
七
号)

72

軍
用
犬
少
年
兵

(
静
岡
県
龍
池
校
三
年
女
子
、
十
二
月
四
日
・
金
、
第
一
九
二
九
号)

73

ガ
マ
ン
ツ
ヨ
ク

(

茨
城
県
香
澄
第
一
校
一
年
男
子
、
十
二
月
八
日
・
火
、
第
一
九
三
二
号)

74

教
室
も
戰
場
だ

(

福
島
県
平
市
第
二
校
五
年
女
子
、
同
前)

｢

戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化｣

に
つ
い
て

(

そ
の
二
四)

一
七
五



75

學
校
も
戰
場
だ

(

東
京
市
江
戸
川
区
小
松
川
第
二
校
四
年
男
子
、
十
二
月
九
日
・
水
、
第
一
九
三
三
号)

76

完
勝
へ
ま
つ
し
ぐ
ら

(

山
梨
県
穂
積
校
五
年
女
子
、
同
前)

77

く
に
を
ま
も
れ

(

茨
城
県
香
澄
第
一
校
二
年
男
子
、
同
前)

78

す
べ
て
を
戰
爭
へ

(

千
葉
県
馬
木
田
校
六
年
女
子
、
同
前)

79

皇
恩
自
抱
丹
心
(

山
梨
県
甲
府
市
女
子
校
高
二
女
子
、
十
二
月
十
一
日
・
金
、
第
一
九
三
五
号)

80

伸
び
よ
少
國
民

(

東
京
市
淀
橋
区
大
久
保
校
三
年
女
子
、
同
前)

81

輝
く
戰
勝
日
本

(

山
梨
県
甲
府
市
琢
美
校
五
年
女
子
、
十
二
月
二
十
日
・
日
、
第
一
九
四
三
号)

82

輝
く
戰
勝
日
本

(

山
梨
県
甲
府
市
琢
美
校
五
年
女
子
、
同
前)

83

瑞
氣
満
東
亞

(

＊
＊
池
露
校
六
年
男
子
、
十
二
月
二
十
三
日
・
水
、
第
一
九
四
五
号)

84

大
空
あ
ら
わ
し

(

群
馬
県
伊
勢
崎
市
北
校
二
年
女
子
、
十
二
月
二
十
五
日
・
水
、
第
一
九
四
七
号)

85

近
所
夜
番
防
火

(

静
岡
県
川
名
校
四
年
男
子
、
同
前)

86

命
令
占
領
守
備

(

東
京
市
品
川
区
浅
間
台
校
四
年
男
子
、
十
二
月
二
十
七
日
・
日
、
第
一
九
四
九
号)

87

ク
ニ
ヲ
マ
モ
レ

(

茨
城
県
波
崎
東
校
一
年
男
子
、
同
前)

64
・
65
・
69
・
72

｢

軍
用
犬
少
年
兵｣

は
、
64
の
新
潟
県
、
65
の
千
葉
県
、
69
の
山
梨
県
、
72
の
静
岡
県
の
児
童
の
作
品
。
第
三
四
半
期
に

も
52
・
59
・
63
の
静
岡
県
沼
津
市
、
宮
城
県
、
東
京
市
世
田
谷
区
の
児
童
に
よ
る
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
第
三
四
半
期
で
も
記
し
た
よ
う

に
、｢

軍
用
犬｣

と

｢

少
年
兵｣

の
組
み
合
わ
せ
た
意
図
は
不
明
で
あ
る
が
、
広
範
囲
で
採
用
さ
れ
た
時
局
柄
の
字
句
で
あ
っ
た
。

66

｢

護
れ
興
亜
の
兵
の
家｣

は
、｢

週
報｣

第
一
五
五
号

(

昭
和
十
四
年
十
月
四
日
号)

表
紙
見
返
り
に
掲
載
さ
れ
た
標
語
。
軍
事
保
護
院

に
よ
る
軍
人
援
護
の
企
画
は
随
時
行
わ
れ
、
昭
和
十
七
年
十
月
三
日
か
ら

｢

軍
人
援
護
強
調
週
間｣

が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
作
品
の
背
景
か
。

67

｢

つ
よ
い
日
本
人｣

、
68

｢

立
派
な
日
本
人｣

の
字
句
は
、
児
童
に
求
め
ら
れ
た
目
標
。｢

少
國
民
新
聞｣

は
、
七
月
十
一
日

(

土
・
第
一

一
七
六



八
〇
五
号)

か
ら
七
月
十
五
日

(

水
・
第
一
八
〇
八
号)

ま
で
の
四
回
に
わ
た
っ
て

｢

少
國
民
訓｣

を
掲
載
し
た
。｢

文
部
省
教
学
局
指
導
・

少
國
民
新
聞
制
定｣

に
よ
る
も
の
で
、｢

教
育
に
関
す
る
勅
語｣

や

｢

青
少
年
学
徒
に
賜
は
り
た
る
勅
語｣

の
趣
旨
を

｢

少
国
民｣

向
け
に
策

定
し
、
児
童
が

｢

り
つ
ぱ
な
日
本
人
に
な
り
、
天
皇
陛
下
に
忠
義
を
つ
く
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん｣

と
し
た
。

70

｢

満
洲
開
拓
義
勇
進
軍｣

は
、
満
蒙
開
拓
青
少
年
義
勇
軍
に
因
ん
だ
字
句
。
同
義
勇
軍
は
、
昭
和
十
三
年
か
ら
二
十
年
ま
で
に
八
万
六
五

三
〇
人
が
満
洲
に
渡
っ
た

(『

昭
和
５』

講
談
社
、
平
成
元
・
一
一)

。

71

｢

よ
せ
書
千
人
針｣
は
、
兵
士
と
し
て
入
営
す
る
際
に
、
武
運
長
久
を
祈
っ
て
日
の
丸
の
旗
に

｢

よ
せ
書｣

し
、
千
人
の
女
性
が
一
枚
の

布
に
一
針
ず
つ
赤
い
糸
で
縫
い
玉
を
作
っ
た
も
の
を
腹
巻
と
す
る
と
弾
よ
け
に
な
る
と
さ
れ
た
の
が

｢

千
人
針｣

。

73

｢

ガ
マ
ン
ツ
ヨ
ク｣

・
74

｢
教
室
も
戰
場
だ｣

・
75

｢

學
校
も
戰
場
だ｣

・
76

｢

完
勝
へ
ま
つ
し
ぐ
ら｣

・
77

｢

く
に
を
ま
も
れ｣

・
78

｢

す

べ
て
を
戰
爭
へ｣

の
六
作
品
は
、｢
私
達
は
誓
ふ
＝
大
東
亜
戦
争
一
周
年
記
念
の
作
品
＝｣

欄
に
掲
載
さ
れ
た
。
何
れ
も

｢

大
東
亜
戦
争｣

二

年
目
に
向
け
た
児
童
に
求
め
ら
れ
た
目
標
で
あ
り
、
心
構
え
の
字
句
と
い
う
こ
と
。

79

｢

皇
恩
自
抱
丹
心｣

は
、
第
三
四
半
期
57
の
、
埼
玉
県
の
児
童
の
作
品
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
79
は
、
山
梨
県
の
児
童
で
あ
り
、
こ

の
字
句
の
共
有
性
が
推
測
さ
れ
る
。

80

｢

伸
び
よ
少
國
民｣

は
、
前
述
し
た

｢

少
國
民
訓｣
の

｢

第
二
私
た
ち
の
つ
と
め｣

に
、｢

私
た
ち
は
、
大
日
本
の
少
国
民
で
す
。
大
き

な
こ
こ
ざ
し
を
立
て
、
大
き
な
の
ぞ
み
を
い
だ
い
て
進
み
ま
す
。｣
と
あ
る
。｢

伸
び
よ
少
國
民｣

の
字
句
に
通
う
内
容
と
い
え
よ
う
。

81
・
82

｢

輝
く
戰
勝
日
本｣

は
、
共
に
、
山
梨
県
甲
府
市
琢
美
校
五
年
女
子
の
作
品
。
学
年
を
挙
げ
て
の
取
り
組
み
で
あ
っ
た
か
。

83

｢

瑞
氣
満
東
亞｣

の

｢

瑞
気｣

は
、
辞
書
的
意
味
で
は
、
め
で
た
い
雲
気
と
い
う
こ
と
だ
が
、
時
局
柄
か
ら
、
天
皇
の
御
稜
威
が
東
亜
に

満
ち
る
こ
と
の
字
句
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
作
品
は
、｢

皇
太
子
殿
下
の
御
誕
生
日
を
迎
へ
て｣

の
欄
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
意

味
で
は
、｢

瑞
氣
満
東
亞｣

は
、｢

皇
太
子
殿
下
の
御
誕
生
日｣

と
い
う
め
で
た
さ
が
東
亜
に
満
ち
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
在
籍
校
に
県
名
の
記
載
は
な
い
。

｢

戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化｣

に
つ
い
て

(

そ
の
二
四)

一
七
七



84
｢

大
空
あ
ら
わ
し｣

は
、
第
一
四
半
期
三
月
、
第
三
四
半
期
九
月
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

85
｢

近
所
夜
番
防
火｣

は
、
掲
載
時
か
ら
は
、
年
末
の
火
災
予
防
の
字
句
と
も
い
え
る
が
、｢

防
火｣

の
た
め
に

｢

近
所｣

す
な
わ
ち

｢

隣

組｣

で
、
夜
間
に
警
戒
の
た
め
の
巡
回
、
す
な
わ
ち

｢

夜
警｣

を
行
う
と
い
う
内
容
。｢

防
火
第
一
わ
が
家
を
護
れ｣

の
標
語
は
、｢

週
報｣

第

二
五
六
号

(
昭
和
十
六
年
九
月
三
日)

の
表
紙
見
返
り
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
防
火
は

｢

国
土
防
衛｣

の
一
環
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
た
。

86

｢

命
令
占
領
守
備｣

は
、
第
三
四
半
期
九
月
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

87

｢

ク
ニ
ヲ
マ
モ
レ｣
は
、
第
一
四
半
期
に
四
作
品
、
第
二
四
半
期
に
一
作
品
、
第
三
四
半
期
に
一
作
品
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
字
句

は
、
第
一
学
年
一
月
の
第
八
字
句
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
87
は
、
掲
載
時
か
ら
は
、
前
倒
し
で
の
学
習
で
あ
っ
た
か
。

第
四
四
半
期

｢

書
方｣

は
一
一
一
作
品
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
内
、
字
句
に

｢

戦
時
下｣

色
の
見
え
る
の
は
、
二
四
作
品
。
掲
載
作
品
に
占
め

る
掲
載
率
は
約
二
一
・
六
二
％
。｢

戦
時
下｣
色
の
字
句
で
は
な
い
作
品
八
七
作
品
に
は
ど
の
よ
う
な
字
句
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
、
第
二
、
第
三
四
半
期
同
様
、
四
点
以
上
掲
載
さ
れ
た
字
句
は
、
次
の
五
作
品
。

｢

少
年
よ
大
志
を
抱
け｣

(

七
点)

｢

日
本
刀
大
和
魂｣

(

六
点)

｢

黒
潮
速
き
熊
野
な
だ｣

(

五
点)

｢

秋
ば
れ
山
ご
え｣

・｢

千
鳥
破
風
亂
舞｣

(

四
点)

｢

少
年
よ
大
志
を
抱
け｣
(

七
点)

は
、
第
一
、
第
二
、
第
三
四
半
期
に
お
い
て
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、『

習
字
精
義』

に
よ
れ
ば
、
六
年
生

の
七
月
の
第
二
字
句
に
配
当
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
第
四
四
半
期
で
の
掲
載
は
、
習
熟
し
た
上
で
の
投
稿
と
い
う
こ
と
。

｢

日
本
刀
大
和
魂｣

(

六
点)

は
、
第
一
、
第
三
四
半
期
に
お
い
て
も
掲
載
さ
れ
て
お
り
、『

習
字
精
義』

に
よ
れ
ば
、
六
年
生
の
十
月
の
第

二
字
句
に
配
当
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
第
四
四
半
期
で
の
掲
載
は
学
習
の
成
果
と
し
て
の
投
稿
と
い
え
よ
う
か
。

｢

黒
潮
速
き
熊
野
な
だ｣

(

五
点)

は
、
国
民
学
校
初
等
科
芸
能
科
習
字
に
は
配
当
が
無
く
、
小
学
書
方
手
本
尋
常
科
第
五
学
年
の
第
二
学
期

第
四
・
五
週
に
配
当
さ
れ
て
い
た
。

一
七
八



｢

秋
ば
れ
山
ご
え｣

(

四
点)

は
、『

習
字
精
義』

に
よ
れ
ば
、
二
年
生
の
九
・
十
月
の
第
二
字
句
に
配
当
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
第
四
四
半
期

で
の
掲
載
は
学
習
の
成
果
と
し
て
の
投
稿
と
い
え
よ
う
か
。

｢

千
鳥
破
風
亂
舞｣

(

四
点)

は
、『

習
字
精
義』

に
よ
れ
ば
、
六
年
生
の
十
二
月
の
第
二
字
句
に
配
当
さ
れ
て
お
り
、｢

読
本
の
姫
路
城
か
ら

取
材
し
た
文
句｣
。｢

読
本
の
姫
路
城｣

は
、｢

小
学
国
語
読
本
巻
十
二｣

の

｢

第
十
姫
路
城｣

の
こ
と
。

四
点
以
上
掲
載
さ
れ
た
作
品
の
字
句
は
、
以
上
の
五
字
句
で
あ
っ
た
。

四
点
以
上
掲
載
さ
れ
た
字
句
は
、
第
一
四
半
期
は
一
五
字
句
で
あ
り
、
第
二
四
半
期
は
八
字
句
、
第
三
四
半
期
が
三
字
句
で
あ
っ
た
か
ら
、

若
干
の
増
加
と
い
え
る
。

時
局
柄
色
を
纏
わ
な
い
作
品
は
、
第
一
四
半
期
二
三
二
作
品
、
第
二
四
半
期
一
〇
七
作
品
、
第
三
四
半
期
が
七
三
作
品
、
第
四
四
半
期
が
八

七
作
品
で
あ
っ
た
か
ら
、
掲
載
数
の
様
相
が
こ
こ
に
現
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
。

四

昭
和
十
七
年

｢

書
方｣

作
品
の
概
括

本
稿
で
は
、
昭
和
十
七
年

｢

書
方｣

作
品
の
第
二
四
半
期
か
ら
第
四
四
半
期
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
十
七
年
を
全
体
的
に
概
括
し
て

み
る
。

十
七
年
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
総
数
は
、
五
八
六
作
品
。
そ
の
内
、
字
句
に

｢

戦
時
下｣

色
の
見
え
る
の
は
八
六
作
品
で
、
掲
載
数
に
対
し
て

約
一
四
・
六
八
％
と
な
る
。

内
訳
は
、
第
一
四
半
期
で
は
二
六
六
作
品
中
三
三

(

約
一
二
・
四
一
％)

。

第
二
四
半
期
で
は
一
二
三
作
品
中
一
六

(

約
一
三
・
〇
一
％)

。

第
三
四
半
期
で
は

八
六
作
品
中
一
三

(

約
一
五
・
一
二
％)

。

｢

戦
時
下
に
お
け
る
児
童
文
化｣

に
つ
い
て

(

そ
の
二
四)

一
七
九



第
四
四
半
期
で
は
一
一
一
作
品
中
二
四

(

約
二
一
・
六
二
％)

。

｢
戦
時
下｣

色
の
見
え
る
作
品
の
う
ち
、
同
一
系
統
の
字
句
で
四
作
品
以
上
は
、
次
の
五
種
系
の
字
句
。

｢

ク
ニ
ヲ
マ
モ
レ｣

六
作
品
、｢

ク
ニ
ヲ
マ
モ
ル｣

一
作
品
を
加
え
七
作
品
。｢

軍
用
犬
少
年
兵｣

が
七
作
品
。

｢

大
東
亜
共
栄
圏｣

二
作
品
、｢

大
東
亜
新
建
設｣

三
作
品
、｢

新
東
亜
建
設｣

一
作
品
で
、
合
計
六
作
品
。

｢

戰
爭
軍
旗
大
砲｣
と

｢

靖
國
神
社
參
拜｣

が
四
作
品
。

因
み
に
、｢

東
日
小
学
生
新
聞｣

の
発
行
さ
れ
た
昭
和
十
二
年
か
ら
十
七
年
に
お
け
る

｢

書
方｣

作
品
の
内
容
に

｢

戦
時
下｣

色
を
字
句
と

す
る
作
品
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

昭
和
十
二
年
は
、

六
九
五
作
品
中
一
八

(

約

二
・
五
八
％)

。

昭
和
十
三
年
は
、

九
一
九
作
品
中
四
一

(

約

四
・
四
六
％)

。

昭
和
十
四
年
は
、
一
〇
九
三
作
品
中
六
四
(
約

五
・
八
五
％)

。

昭
和
十
五
年
は
、

九
一
七
作
品
中
九
七

(
約
一
〇
・
五
七
％)

。

昭
和
十
六
年
は
、
一
〇
七
九
作
品
中
八
八

(

約

八
・
一
五
％)

。

昭
和
十
七
年
は
、

五
八
六
作
品
中
八
六

(

約
一
四
・
六
八
％)

十
六
年
に
掲
載
さ
れ
た
一
〇
七
九
作
品
に
対
し
て
、
字
句
に

｢
戦
時
下｣

色
の
見
え
る
の
は
八
八
作
品
で
、
約
八
・
一
五
％
で
あ
っ
た
か
ら
、

十
七
年
は
、
掲
載
数
の
大
幅
減
少
に
も
か
か
わ
ら
ず
、｢

戦
時
下｣
色
の
見
え
る
作
品
の
掲
載
率
は
約
一
四
・
六
八
％
と
な
り
、
前
年
の
約
六
・

五
％
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
。

十
七
年
の

｢

書
方｣

は
、
掲
載
数
が
前
年
の
約
五
四
・
三
％
に
激
減
し
た
が
、
一
方
、｢

戦
時
下｣

或
は
時
局
柄
を
内
容
と
す
る
字
句
の
作

品
掲
載
率
は
六
・
五
％
増
加
し
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、｢

大
東
亜
戦
争｣

の
開
戦
翌
年
で
あ
り
、
戦
況
が
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
が
そ
の

背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

(

二
〇
一
六
・
一
・
六)

一
八
〇


